
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人海野普吉の上告趣意について。

　しかし、傷害罪の成立に必要な犯意ありとするには、他人の身体に対し暴行を加

える意思あるを以て足りるばかりでなく、原判決は、所論被告人の原審公判廷にお

ける供述及び被告人に対する検事聴取書中の供述記載の外Ａ並びにＢに対する各司

法警察官聴取書中の夫々判示に照応する被害顛末の供述記載、押収に係る匕首一口

の存在その他をも証拠としているのであつて、これらの証拠を綜合すれば傷害の故

意をも認定するに難くないから、原判決には所論の違法は認められない。

　同第二点について。

　本件犯行当時被告人が飲酒酩酊の末心神耗弱の状態にあつたことは、原審で被告

人又は弁護人から主張されなかつたところであるから、原判決がその点について特

に判断を示さなかつたからといつて、違法であるとはいえないし、また、原審公判

調書によれば、原審において被告人の犯行当時における飲酒酩酊等の精神状態につ

いて訊問取調をしていることが明らかに認められるばかりでなく、原判決の判示並

びに挙示の証拠によつて認められる被告人が友人Ｃ等より喧嘩の応援を頼まれてこ

れを快諾し直ちに自宅に帰り判示匕首を携帯して現場に赴き判示犯行を敢行した事

跡等より見れば、被告人が判示犯行当時必ずしも心神耗弱の状態にあつたとも認め

られないから、原判決が特に精神鑑定その他の方法によつて被告人の精神状態を調

査しないで心神耗弱を認めなかつたからといつて、所論のごとき審理不尽等の違法

があるとはいえない。それ故、本論旨も採用できない。

　同第三点について。

　しかし、強制処分請求書の被疑事実として引用されている司法警察官の意見書が
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記録中に存在しないからといつて、その強制処分請求に基く勾留処分が違法である

といえないこと並びに刑訴応急措置法は日本国憲法施行の日から施行されたもので

あるから、その施行前の訴訟手続に同措置法六条の規定の適用のないことは、いう

までもないし、また、仮りにその勾留処分に所論のような手続違背があるとしても、

裁判官が発した適式な勾留状に基く勾留を目して違法な勾留であるといえないこと

も多言を要しない。しかのみならず、仮りに勾留が違法であるとしても、その一事

だけで直ちにその勾留中に行われた検事の被告人に対する聴取書を目して強制又は

拷問による供述書であるということができないことも論を待たない。そして、被告

人に対する本件勾留は、前記措置法並びに憲法施行前の昭和二二年五月二日判事綿

引末男の発した適式な勾留状によるものであつて、所論聴取書は、その後同年同月

九日検事が被告人から聴取の上作成されたものであることが記録上明かなところで

あるから、該聴取書を憲法三八条二項又は刑訴応急措置法一〇条二項に反するもの

であるとする所論はその前提を欠き採用できない。

　よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

　　検察官　安平政吉関与

　　昭和二七年四月一七日

　　　　　最高裁判所第一小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　岩　　　松　　　三　　　郎

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　沢　　　田　　　竹　治　郎

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　真　　　野　　　　　　　毅

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　斎　　　藤　　　悠　　　輔
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